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管 

理 

規 

程 

 
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
十
六
号 

 

埼
玉
県
企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

石 

田 

義 
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埼
玉
県
企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
企
業
局
組
織
規
程
（
昭
和
三
十
八
年
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
四
埼
玉
県
第
一
水
道
整
備
事
務
所
の
項
中
「
、
鳩
ヶ
谷
市
」
を
削
る
。 

 
 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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程 

 
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
十
七
号 

埼
玉
県
工
業
用
水
道
事
業
給
水
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
二
十
三
年
十
月
十
一
日 

 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

石 

田 

義 

明 
 

 
 

埼
玉
県
工
業
用
水
道
事
業
給
水
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
工
業
用
水
道
事
業
給
水
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
記
第
一
（
第
二
条
関
係
）
南
部
工
業
用
水
道
の
項
中
、
「
、
鳩
ヶ
谷
市
」
を
削
り
、
「
市
道 

八
百
五
十
六
号
」
を
「
市
道
幹
線
四
十
三
号
線
」
に
改
め
、
「
県
道
金
明
町
鳩
ヶ
谷
線
以
北
の
地 

域
」
の
下
に
「
（
桜
町
二
丁
目
か
ら
同
町
六
丁
目
ま
で
の
地
域
及
び
鳩
ヶ
谷
本
町
二
丁
目
の
地
域 

を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。 
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こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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平
成
二
十
三
年
十
月
十
一
日
に
鳩
ケ
谷
市
を
廃
し
、
そ
の
区
域
を
川
口
市
に
編
入
し
た
こ
と
に

伴
う
川
口
市
の
人
口
を
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
七
十
七

条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 
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川
口
市 

 

五
十
六
万
千
二
百
十
一
人 

      

埼
玉
県
告
示
第
千
百
九
十
三
号



告 
 

示 
  

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.sai

tamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
十
一
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
三
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
太
陽
の
子
ど
も
た
ち 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

江
口 

亜
紀 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
久
喜
市
古
久
喜
二
百
十
一
番
地
一 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 

こ
の
法
人
は
、
地
域
の
乳
幼
児
や
児
童
と
そ
の
保
護
者
、
ま
た
保
育
者
を
目
指
す
も
の
に
対

し
、
保
育
や
子
育
て
支
援
、
就
労
支
援
等
を
行
い
、
誰
も
が
子
育
て
し
や
す
い
と
感
じ
る
街
づ

く
り
を
目
指
す
こ
と
で
、
地
域
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
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九
十
四
号
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埼
玉
県
教
委
告
示
第
四
十
三
号 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

 

爪 

龍
太
郎 

一 

日
時 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
十
八
日 

午
前
十
時 

二 

場
所 

 
 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
教
育
局
教
育
委
員
会
室 

三 

議
題 

 
 

当
面
す
る
教
育
関
係
諸
問
題
に
つ
い
て 
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